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１．要領書の適用 
本要領書は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター（以下「原環センター」

という。）が、民間企業（以下「企業」という。）に発注する業務に関する応募要領を示すも

のである。企業は、本要領書及び評価基準書に基づき、本業務に係る提案書等を原環センタ

ーに提出するものとする。 
 

２．応募対象業務件名、内容及び概算費用 
(1) 件名 
令和７年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業【地層処分安全評

価確証技術開発（ニアフィールド長期環境変遷評価技術開発）】のうち「残留応力改善加工

に関する試験評価」 

 

(2) 業務内容 
本業務は、経済産業省資源エネルギー庁の委託に基づき実施する事業の一部であり、業務

の目的、内容、提出物及び業務実施期間等については別紙 仕様書『令和７年度高レベル放

射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業【地層処分安全評価確証技術開発（ニアフィ

ールド長期環境変遷評価技術開発）】のうち「残留応力改善加工に関する試験評価」』のとお

りである。 
 

(3) 概算費用 
３０，８００千円（税込）を限度とする。 

 
３．提案応募要件 
今回の応募に対する提案は、以下の要件を備えている必要がある。 

(1) 原環センターから提示された仕様に基づき、業務を実施すること。 

(2) 原環センターから提示された請負契約書に合意すること。 

(3) 原環センターの「登録業者名簿及び指名基準に関する取扱要領」に定める参加資格を有

し、登録者名簿の業種区分「設計・製作」及び「分析・測定」の全てに登録されている

者であること。なお、原環センターへの登録は随時受付け中であり、非登録業者は公告

後に速やかに登録申請することができる。 

(4) 上記の応募資格及び要件を確認され、評価基準書の配布を受けた者であること。 

(5) 次の各号の一に該当するものは、応募することができない。 

一 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

二 原環センターに関し、次に掲げるものの一に該当すると認められる者で、その事実が

あった後２年を経過していない者（これを代理人、支配人、その他の使用人として使用

する者を含む。） 

イ 契約の履行に当たり故意に調査等を粗雑にし、又は調査等の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をした者 

ロ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者 

ハ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
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ニ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

ホ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

三 上記(4)の取扱要領に規定する資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項について

虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかった者 

 
４．提案書作成要領 
別紙 仕様書『令和７年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業【地

層処分安全評価確証技術開発（ニアフィールド長期環境変遷評価技術開発）】のうち「残留

応力改善加工に関する試験評価」』を参照のこと。また、提案書は５．(1)の評価基準に従っ

て評価するため、提案書に該当する評価項目を含めること。 

 
(1) 提出物・部数 
・ 提案書：４部 

・ 見積書：２部 

 注 1）提案書は日本工業規格Ａ４版とする。提案書と同じ内容が入力された電子媒体も提出する。 

注 2）見積書には見積内訳書はなくても可とする。その場合、採択された者は、採択通知後速やかに見積 

  内訳書を提出するものとする。 

 

(2) 提出期限 

２０２５年７月２日(水) １５：００ 

 
(3) 提出先 

（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター 総務部長宛とする。 
 

(4) 提出方法 

上記の提出先まで、郵送又は持参すること。（日時厳守） 

なお、ＦＡＸ及び電子メールでの提出は受理しない。 

 
(5) 留意事項 
・ 再委託（請負その他委託の形式を問わない）を行う場合、グループ企業との取引であ

ることのみを選定理由とした調達は認められない。経済性の観点から、相見積もりを

取って最低価格を提示したものを選定するか、そうでない場合には、選定理由を明ら

かにした選定理由書を整備するものとする。 
・ 一般管理費の積算において、一般管理費率は原則１０％以内とする。 
（「委託事業事務処理マニュアル（令和 3 年 1 月 経済産業省大臣官房会計課）」P3,33 参照） 

  2021_itaku_manual.pdf (meti.go.jp) 
 
(6) その他 

・ 原環センターが貸与した資料は、本提案書を作成するためのみに使用することとし、

複写又は他の目的のために転用等使用しないこと。 
・ 選定の成否を問わず提案書等の作成費用は支給しない。 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2021_itaku_manual.pdf
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・ 提出された提案書等は取引予定先の選定のためのみに使用するものとし、公開はしな

い。また、返却しない。 
・ 提出される提案内容は、取引先の選定のために使用することを主目的としているため、

取引先選定後の当センターとの契約段階では再度、仕様等について協議するものとす

る。 
 

５．評価及び選定について 
(1) 提案書の評価項目 

次の項目を評価の対象とする。 
・ 業務目的 
・ 実施計画 
・ 実施内容 
・ 実施体制 
・ 品質マネジメント体制 
・ 業務実績 
・ 実施予定額 

 
(2) 取引先の選定方法 
受理した提案書類を基に、原環センター内に設置する契約審査委員会での審査の上、取引

先を選定する。 
 

(3) 選定結果の通知 

提案内容の審査を行い、速やかに審査結果を通知する。なお、審査結果等の照合には応じ

ない。 
 
６．説明会の開催 
(1)説明会について 

 本業務の内容、応募に当たっての手続き等についての説明会を、次の(2)のとおり実施す

る。説明会への出席希望者は、２０２５年６月１０日(火)１５時までに、８．に示す担当者

宛に電子メールで登録をすること。なお、事前登録のない者は出席できないことがある。（会

場の都合により人数を制限することがある。） 
また、説明会に参加しない応募者は、説明会開催日以降、８．の問合せ先に連絡の上、  

２０２５年６月２０日(金)１５時までに、評価基準書を受領すること。公募に参加するため

には、評価基準書を受領しておく必要がある。 
 

(2)説明会の日時及び場所 

・日時：２０２５年６月１１日(水) １３：３０ 

 ・場所：原環センター 第１会議室 
      東京都中央区明石町６番４号 ニチレイ明石町ビル１２階 
 なお、説明会は、対面・リモート（Teams）の併用で実施する。出席希望者は、社名、氏

名、電話番号、メールアドレス及び対面・リモート参加の別を登録すること。 
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７．応募の辞退 
評価基準書を受領した者が応募を辞退する場合、２０２５年６月２０日(金)１５時まで

に当センターへその旨を伝えるとともに、仕様書を含む書類一式を廃棄するものとする。 

 
８．問い合せ先 
本件に係わる問い合わせ先は、下記のとおりとする。 
問合せ期間は、２０２５年６月２０日(金)１５時までとする。また、問合せ内容及びその

回答については、２０２５年６月２５日(水)１７時までに評価基準書を受領した者にメー

ルにて周知する。 

 
原環センター 研究開発部 性能評価技術プロジェクトチーム 

丸山 紀之：maruyama.noriyuki※rwmc.or.jp 

藤井 直樹：fujii※rwmc.or.jp 

送信の際は、※を@に変えてください。 

    TEL：０３－６２６４－２１１１（代表） 
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